
 

〇甲賀市少年センター条例施行規則 

平成１７年６月３０日 

教育委員会規則第１６号 

改正 平成１８年３月３０日教委規則第１１号 

平成２６年１月２９日教委規則第８号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、甲賀市少年センター条例（平成１７年甲賀市条例第１４号。以下「条

例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（分掌事務） 

第２条 甲賀市少年センター（以下「少年センター」という。）において所掌する事務は、次

のとおりとする。 

（１） 条例第３条に掲げる事業の企画実施に関すること。 

（２） 甲賀市少年センター協議会（以下「協議会」という。）に関すること。 

（３） 甲賀市少年補導委員（以下「少年補導委員」という。）に関すること。 

（４） 関係機関との連絡調整に関すること。 

（５） 少年センターの管理に関すること。 

（６） 少年センターの庶務に関すること。 

（協議会の会長） 

第３条 協議会に会長を置き、委員の互選によって定める。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がそ

の職務を代理する。 

（協議会の会議） 

第４条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

（協議会の運営） 

第５条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に



諮って定める。 

（相談業務） 

第６条 条例第３条第２号に掲げる相談業務（以下「相談業務」という。）の時間は、午前９

時から午後５時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更する

ことができる。 

２ 相談業務の休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めると

きは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。 

（１） 土曜日及び日曜日 

（２） 国民の祝日に関する法律（昭和２８年法律第１７８号）に規定する休日 

（３） １２月２９日から翌年１月３日まで 

（少年補導委員） 

第７条 少年センターに少年補導委員を置く。 

２ 少年補導委員は、教育委員会が委嘱する。 

３ 少年補導委員の定数は、７９人以内とする。 

４ 少年補導委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の少年補導委員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

５ 少年補導委員は、再任することができる。 

（少年補導委員の任務） 

第８条 少年補導委員は、少年センターの事業目的達成のために次の任務を行う。 

（１） 少年の保護及び少年補導 

（２） 非行少年等の早期発見及び継続補導 

（３） 少年をめぐる有害環境の浄化 

（４） 非行防止のための地域社会に対する啓発 

（５） 非行防止対策に必要な地域団体との連携及び連絡調整 

（６） 前各号に掲げるもののほか、少年の非行防止対策のために必要と認められる事項 

（少年補導委員の服務） 

第９条 少年補導委員は、その職務上知り得た事項については厳に秘密を保持しなければな

らない。 

２ 少年補導委員は、常に他の少年補導委員との連絡を密にし、知識の向上に努めなければ

ならない。 



３ 少年補導委員が、補導活動その他任務に従事するときは、常に少年補導委員証（別記様

式）を携帯しなければならない。 

（専決事項） 

第１０条 所長は次に掲げる事項を専決することができる。 

（１） 少年センターの事業の企画実施に関すること。 

（２） 少年センターの管理、運営及び職員の服務に関する軽易な事項 

（公印） 

第１１条 少年センターが使用する公印の名称、ひな形、寸法及び用途等は、次のとおりと

し、所長がこれを保管する。 

公印の名称 ひな形 書体 寸法 

（ミリメート

ル） 

用途 

甲賀市少

年センター所長 

 れい書 方２１ 所長名をもって発す

る文書用 

２ 公印の取扱いについては、甲賀市公印規則（平成１６年甲賀市規則第１０号）の規定を

準用する。 

（その他） 

第１２条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。 

付 則 

この規則は、平成１７年７月１日から施行する。 

付 則（平成１８年教委規則第１１号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第５条第４項の規定にかかわらず、少年補導委員の任期は、平成１８年度の委嘱する者

に限り平成１８年６月１日から平成２０年３月３１日までとする。 

付 則（平成２６年教委規則第８号） 

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 



 

別記様式（第９条関係) 


